
国に求める規制緩和（成長産業）の具体的な内容

国立大学法人と比較すると、公立大学法人が出資できる範囲は、制約がある。

＜国立大学法人と公立大学法人の出資範囲の違い＞

特定大学
技術移転事業者

（技術移転機関※1）

成果活用促進事業者

（共同研究開発等の研究・企画
あっせん事業者※2）

特定研究成果活用
支援事業者

（大学発ベンチャーを支援するベ
ンチャーキャピタル・ファンド）

研究成果活用事業者

（コンサル、研修、講習等
を行う事業者）

指定国立大学※3
研究成果活用事業者

（大学発ベンチャー）

教育研究施設の管理・
利用促進事業者

国立大学法人
(根拠法）

（国立大学法人法）

出資可能

法第22条第８号

出資可能

法第22条第８号

出資可能

法第22条第9号

出資可能

法第22条第7号

出資可能

法第34条の2

出資可能

法第22条第6号

公立大学法人
（根拠法）

（地方独立行政法人法）

出資可能

法第21条第2号

出資可能

法第21条第2号
出資不可 出資不可 出資不可 出資不可

※１ 技術移転機関（TLO：Technology Licensing Organization）
大学の研究者の研究成果を特許化し、それを企業へ技術移転する法人。大学発の新規産業を生み出し、それにより得られた収益の一部を研究者に戻すことにより
研究資金を生み出し、大学の研究の更なる活性化をもたらすという「知的創造サイクル」の原動力として産学連携の中核をなす組織。

※２ ・ 民間事業者との共同・委託研究の形で、大学の技術に関する研究の成果を実用化するために必要な研究を行う事業者（例：大学が創出したシーズを元に企業等と共同研究を行う研究所）
・ 大学が民間事業者との共同・委託研究の形で行う、大学の技術に関する研究の成果を実用化するために必要な研究等を企画・あっせんする事業者
（例：大学の有するシーズと企業のニーズをマッチングするオープンイノベーション機構）

※３ 指定国立大学法人：東北大学、東京大学、京都大学、東京工業大学、名古屋大学、大阪大学、一橋大学、筑波大学、東京医科歯科大学、九州大学

◇ 公立大学法人の出資範囲の拡大（ベンチャーキャピタル・ファンド等への出資の可能化）

◆ 大学に関する規制緩和

出資範囲を国立大学に合わせるよう拡大が必要。
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